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出雲市人権施策推進基本方針の第二次改定について 

 

 市の人権教育・啓発を総合的、計画的に推進するための指針として平成 20 年

(2008)に策定した「出雲市人権施策推進基本方針」を本年 3 月に改定しました。 

 

１．策定の背景 

 本市では、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、平成 20 年

(2008)3 月に「出雲市人権施策推進基本方針」を策定し、平成 25 年(2013)3 月の

第一次改定を経ながら、人権に関する施策を総合的、計画的に推進してきまし

た。 

 今回は、これまでの取組や平成 28 年(2016)に実施した「人権問題に関する市民

意識調査」の結果などから見えてきた成果や課題を踏まえ、平成 20 年(2008)に策

定（平成 25 年(2013)改定）した「出雲市人権施策推進基本方針」の理念を継承し

つつも、前回改定後の法令・計画などの動きや新たな課題への対応を含め改定す

ることとしました。 

 なお、この方針を改定するにあたり、学校教育、社会教育、企業等それぞれの

分野から 15 名の策定委員を委嘱し、3 回の策定委員会を経て改定しました。 

 

２．改定の内容 

 今回改定では、基本的に前回改定（第一次改定）の基本理念、重要施策を継承

していますが、前回改定後、国において制定された人権に関する法律、「意識調

査」の結果から見えてきた部落差別や迷信差別に係る現存認識が薄れてきている

傾向及びひとり親家庭の増加といった社会の変化を反映させて改定を行っていま

す。 

 

３．基本方針の概要 

 (1)基本理念 

  次の理念を掲げ、これまで取り組んできた同和教育の成果を生かしながら、

きめ細かい取組を推進します。 

  

 

 

 

 

 

 (2)あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 

  学校や家庭、職場、地域など、あらゆる場を通じて人権教育・啓発を行い、

年齢や場面に応じた教育・啓発をすすめ、市民全体の人権意識を高めます。 

 

 

全 員 協 議 会 資 料 

平成３０年(2018)５月１１日 

総 務 部 人 権 同 和 政 策 課 

◆「共生の心」の醸成 

 一人一人の個性や違いを尊重し、

共に支え合う「共生の心」の醸成に

努めます。 

◆「人権という普遍的な文化」の創造 

 人権が人々の思考や行動の基準として

日常生活に根づき、次の世代に引き継い

でいくことができるような「人権という

普遍的な文化」の創造をめざします。 

資料 総４

ｇ４４ 
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 (3)重要課題への対応 

  様々な人権課題の中でも重要課題として同和問題、女性、子ども、高齢者、

障がい者、外国人、患者及び感染者等への施策の基本的方向を示し、その取組

を積極的に行います。 

 

 (4)推進体制 

  市役所担当課で構成する庁内連絡会や各課に配置している同和問題職場研修

推進員を中心とした推進体制を整備するとともに、出雲市同和教育・啓発推進

会議をはじめ学校、ＰＴＡなど様々な推進組織との連携・協力のもと、「基本方

針」を総合的・効果的に推進します。 

 



出出雲市人権施策推進基本方針 

（第二次改定） 

平成３０年（201８）３月 

出 雲 市 

出 雲 市 教 育 委 員 会 
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出雲市教育委員会学校教育課 

〒693-8530 出雲市今市町７０ 

℡0853-2１-6224   

出雲市総務部人権同和政策課 

〒693-0022 出雲市上塩冶町 2657-1（出雲市隣保館内） 

℡0853-22-7506   

出雲市のホームページに基本方針を掲載しています。 

http://www.city.izumo.shimane.jp 

Ｅ-mail jinken@city.izumo.shimane.jp 


